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本
法
律
案
は
、
事
業
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
の
漏
え
い
の
実
態
及
び
我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
必
要
性

の
増
大
等
に
鑑
み
、
事
業
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
の
保
護
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
に
つ
い
て
、

営
業
秘
密
侵
害
罪
の
罰
金
額
の
上
限
の
引
上
げ
、
そ
の
保
護
範
囲
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
民
事
訴
訟
に
お
け

る
営
業
秘
密
の
使
用
に
係
る
推
定
規
定
の
新
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
営
業
秘
密
を
不
正
に
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
物
の
譲
渡
等
に
係
る
措
置

不
正
競
争
の
定
義
に
、
技
術
上
の
秘
密
を
不
正
に
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
物
を
譲
渡
す
る
行
為
等
（
当
該
物
を
譲
り
受
け

た
時
に
当
該
物
が
不
正
使
用
行
為
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
重
大
な

過
失
が
な
い
者
が
譲
渡
す
る
行
為
等
を
除
く

）
を
追
加
す
る
。

。

二
、
技
術
上
の
秘
密
を
取
得
し
た
者
の
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
等
の
推
定

被
告
が
悪
意
又
は
重
過
失
に
よ
り
生
産
方
法
等
に
係
る
営
業
秘
密
を
取
得
し
た
場
合
に
、
当
該
営
業
秘
密
を
使
用
す
る
行
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為
に
よ
り
生
ず
る
物
を
生
産
等
し
た
と
き
に
、
被
告
が
当
該
営
業
秘
密
を
使
用
し
て
そ
の
物
を
生
産
等
し
た
も
の
と
推
定
す

る
。

三
、
除
斥
期
間
の
延
長

営
業
秘
密
を
不
正
に
使
用
す
る
行
為
に
対
す
る
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
の
開
始

の
と
き
か
ら
二
十
年
で
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
罰
則
の
見
直
し

１

営
業
秘
密
侵
害
に
係
る
罰
則
に
つ
い
て
、
罰
金
額
の
上
限
を
二
千
万
円
に
引
き
上
げ
、
法
人
処
罰
に
係
る
罰
金
額
の
上

限
に
つ
い
て
も
五
億
円
に
引
き
上
げ
る
。

２

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
営
業
秘
密
を
保
有
す
る
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
営
業
秘
密
の
不
正
開

示
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
当
該
営
業
秘
密
を
取
得
し
て
、
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は
開
示
し
た
者
を
、
罰
則

の
対
象
と
す
る
。

３

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
営
業
秘
密
を
保
有
す
る
事
業
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
営
業
秘
密
を
違
法
に

使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
物
を
譲
渡
等
し
た
者
（
当
該
物
が
違
法
使
用
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
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譲
り
受
け
、
当
該
物
を
譲
渡
等
し
た
者
を
除
く

）
を
、
罰
則
の
対
象
と
す
る
。

。

４

営
業
秘
密
侵
害
に
係
る
罰
則
の
う
ち
、
日
本
国
内
に
お
い
て
事
業
を
行
う
事
業
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
を
日
本
国
外

に
お
い
て
不
正
に
使
用
等
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
、
罰
金
額
の
上
限
を
三
千
万
円
に
引
き
上
げ
、
法
人
処
罰

に
係
る
罰
金
額
の
上
限
に
つ
い
て
も
十
億
円
に
引
き
上
げ
る
。

５

営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
、
そ
の
未
遂
行
為
を
罰
則
の
対
象
と
す
る
。

６

営
業
秘
密
侵
害
に
係
る
罪
を
、
非
親
告
罪
と
す
る
。

７

日
本
国
内
に
お
い
て
事
業
を
行
う
事
業
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
日
本
国
外
に
お
い
て
不
正
に
取

得
す
る
行
為
等
を
、
罰
則
の
対
象
と
す
る
。

８

営
業
秘
密
侵
害
に
よ
り
生
じ
た
財
産
等
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
除
斥
期
間
の
延
長
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


